
令和８年度山都町会計年度任用職員 募集要項【追加募集】  

  

山都町教育委員会では、令和８年度「会計年度任用職員」を追加募集します。  

任用を希望される方は、以下のとおり登録の受付を行いますので申込みを行ってください。  

  

  
「山都町会計年度任用職員登録申込書」及び資格が必要な職種は資格証等の写しを「１３ 問合

せ及び提出先」に持参又は郵送で提出してください。 

  
採用予定者が決定するまで 

 

登録受付日～令和１１年３月３１日  

※期間内に登録の削除を希望する場合には、「１３ 問合せ及び提出先」へご連絡ください。  

  
  別表２ 登録募集職種一覧（山都町教育委員会会計年度任用職員）に記載しています。 

  
募集職種の必要資格等を満たす方（別表２参照）で、以下のいずれにも該当しない方  

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者  

（２）山都町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者  

  
登録者の登録申込書の内容で書類選考を行い必要に応じて面接等の選考をした上で任用します。

面接試験等を行う場合は、担当課から通知します。  

  
「６ 選考内容」の選考を経た上で、選考結果の通知を予定しています 

  
１会計年度（令和９年３月３１日まで）以内で任用します（勤務実績等により、再度任用する場

合があります）。主な勤務条件は別表２に記載のとおりですが、具体的な勤務条件は任用前に調整

の上、決定します。  

勤務状況等により、令和９年４月１日以降も継続して任用される場合があります。 

  
勤務条件により、年次有給休暇等が付与されます。  

休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに年末年始（12/29～1/3）となりますが、一部の職

種においては休日の勤務が発生する場合があります。（別表２参照）  



  
（１）給料、報酬・・別表２に記載（当町での勤務経験により加算する場合があります。）  

（２）通勤手当・・・常勤職員に準じて支給します。  

（３）期末手当・・・基準日（６月１日、１２月１日）において、６か月以上の任期があり、か

つ、週の勤務時間が１５時間３０分以上の方に、勤務実績に応じて最大２．４月分を支給

します。（一部職種を除く。）  

（４）給与支払日・・月々の給与は当月末締で翌月１５日に支給します。期末手当は年２回で６

月２５日と１２月２５日に支給します。  

（５）退職手当・・・フルタイム勤務者が、６か月を超える勤務をした場合に支給します。  

  

勤務条件により、健康保険・厚生年金・労働保険の適用があります。  

  

（１）地方公務員法に規定する服務に関する規定が適用されるほか、懲戒の規定に該当する場合

は、同法に基づく処分の対象となります。  

（２）任用は全て条件付のものとし、任用後１か月間（１か月間の勤務日数が１５日満たない場

合は、１５日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに正式任用となります。  

（３）会計年度任用職員から正規職員への登用制度はありません。  

（４）提出書類は一切お返しいたしません。  

（５）提出いただいた書類は、山都町個人情報保護条例に基づき、厳正に取り扱い、会計年度任

用職員の任用手続き以外の目的で利用することはありません。  
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